
居宅介護支援 重要事項説明書 

 

１．事業の目的と運営方針 

（１）要介護状態にある方に対し、適正な居宅介護支援を提供することにより、要介護状態の維持、

改善を目的とし、目標を設定して計画的にサービスを提供します。 

（２）指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に

立って、利用者に提供します。 

（３）指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者等に不当に偏することの

ないよう、公正中立に提供します。 

（４）関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、総合的なサービスを提供します。 

 

２．事業者の内容 

（１）居宅介護支援事業所の指定番号及び提供地域 

 事業所名     介護支援ふたば 

 所在地      群馬県桐生市広沢町一丁目２６４３番地の１ 

 介護保険指定番号 居宅介護支援 群馬県１０７０３０００８０ 

 サービス提供地域 桐生市及び隣接する足利市、太田市、みどり市 

          （ただし、事業所より10㎞以上の区域を除く） 

（２）事業所の従業者体制 

             業務内容            従業者数 

 管理者      事業所の管理・運営全般   １名（介護支援専門員を兼務） 

 介護支援専門員  居宅介護支援に関する業務   ３名以上（うち１名は、管理者を兼務） 

（３）窓口開設時間 

 月～金曜日  午前８時３０分～午後５時３０分（祝日、12/29～1/3を除く） 

  ただし、事前のご相談により上記の限りではありません。 

 

３．サービスの内容 

（１） 居宅サービス計画の作成 

（２） 居宅サービス事業者との連絡・調整 

（３） サービス実施状況の評価 

（４） 利用者状態の把握 

（５） 給付管理 

（６） 要介護認定申請に対する協力・援助 

（７） 相談業務 

 

４．利用料金 

（１）基本料金 

 要介護を受けた方は、介護保険から全額給付されるため、自己負担はありません。 

※ 利用者の保険料滞納のため、法定代理受領ができなくなった場合、要介護度に応じて下記   



の金額（１か月当り）をいただき、「サービス提供証明書」を発行いたします。後日、桐生

市の窓口に提出することで、全額払い戻しを受けられます。 

 居宅介護支援費   要介護１又は２   １か月につき １０，８６０円 

 要介護３，４又は５ １か月につき １４，１１０円 

※ 看取り期におけるサービス利用前の相談・調整等に係る評価として、算定要件を満たした

場合には、サービス利用の実績がない場合であっても、居宅介護支援費が算定されます。 

（２）加算料金等 

 初回加算         １回につき  ３，０００円 

 入院時情報連携加算（Ⅰ） １ヶ月につき ２，５００円 

入院時情報連携加算（Ⅱ） １ヶ月につき ２，０００円 

 退院･退所加算（カンファレンス参加無） 

連携１回 ４，５００円 連携２回 ６,０００円 連携２回以上 ９，０００円 

 退院･退所加算（１回以上カンファレンス参加有） 

連携１回  ６，０００円 連携２回 ７,５００円 連携２回以上 ９，０００円 

    通院時情報連携加算    １ヶ月につき   ５００円 

特定事業所加算（Ⅰ）   １ヶ月につき ５，１９０円 

    特定事業所加算（Ⅱ）   1ヶ月につき ４，２１０円 

特定事業所加算（Ⅲ）   １ヶ月につき ３，２３０円 

    特定事業所加算（Ａ）   1ヶ月につき  １，１４０円 

 同一建物減算       所定単位数の５％減算 

 介護職員等処遇改善加算  総単位数の２.１％加算 

    ※ 加算条件を事業所が満たした場合のみ加算されます。 

（３）その他の費用 

   交通費 通常の事業の実施地域を越えた地点から、おおむね１km につき３０円徴収いたしま

す。（端数切捨） 

 

５．非常災害対策 

事業者は、非常災害その他緊急の事態に備え、必要な設備を備えるとともに、常に関係機関と連絡

を密にし、とるべき措置についてあらかじめ消防計画を作成し、消防計画に基づき、従業者等の訓練

を行います。 

 

６．緊急時の対応 

サービス提供時に利用者の病状が急変した場合、その他必要な場合は、速やかに主治医や協力医療

機関への連絡等必要な措置を講じます。 

 

７．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合には、ご家族、市町村、関係医療機関等への連絡を行うな

ど必要な措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合

には、損害賠償を速やかに行います。 

 



８．守秘義務に関する対策 

事業者及び従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保守します。また、退職後にお

いてもこれらの秘密を保守するべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 

 

９．利用者の尊厳 

 利用者の人権・プライバシー保護のため業務マニュアルを作成し、従業者教育を行います。 

 

10．苦情相談窓口 

 ※サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応します。 

 ご利用相談室 窓口担当者：相澤 貴弘（介護支援専門員） 

 ご利用時間  月～金曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

        電話での受付は、２４時間対応します。 

 ご利用方法  電話 ０２７７－５４－８９０２ 

 

 ※公的機関においても、次の機関において苦情申し出ができます。 

 桐生市 長寿介護課 

  所在地  桐生市織姫町１－１ 

  電話番号 ０２７７－４６－１１１１ ＦＡＸ番号 ０２７７－４５－２９４０ 

  受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

 

 太田市役所 介護サービス課 

  所在地  太田市浜町２番３５号 

  電話番号 ０２７６－４７－１８５６ ＦＡＸ番号 ０２７６－４７－１８８９ 

  受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

 

みどり市役所 介護高齢課 

  所在地 みどり市笠懸町鹿２９５２番地 

  電話番号 ０２７７－７６－０９７４ ＦＡＸ番号 ０２７７－７６－９０４８ 

  受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

 

足利市役所 介護保険課 

  所在地 足利市本城３丁目２１４５番地 

  電話番号 ０２８４―２０－２１３６ ＦＡＸ番号 ０２８４―２０―１４５６ 

  受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

 

 群馬県国民健康保険団体連合会介護保険課 

  所在地  群馬県前橋市元総社町３３５－８ 

  電話番号 ０２７－２９０－１３６３ ＦＡＸ番号 ０２７－２５５－５３０８ 

  受付時間 午前８時３０分～午後５時１５分（土日、祝日を除く） 

 



 栃木県国民健康保険団体連合会介護福祉課介護サービス担当 

  所在地  栃木県宇都宮市本町３番９号 栃木県本町合同ビル６階 

  電話番号 ０２８－６４３－２２２０  

  受付時間 午前８時３０分～午後５時００分（土日、祝日を除く） 

 

11．損害賠償について 

当施設において、施設の責任によりご利用者様に生じた損害については、施設は、速やかにその損

害を賠償します。守秘義務に違反した場合も同様とします。 

ただし、損害の発生について、ご利用者様に故意又は過失が認められた場合には、ご利用者様の置

かれた心身の状況等を斟酌して減額するのが相当と認められた場合には、施設の損害賠償責任を減じ

させていただきます。 

 

12.サービス利用割合について 

  当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は別

紙のとおりです。 

 

13.虐待防止について 

事業所は、利用者の人権擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずるものとします。 

（１）虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、

従業者に周知徹底を図ります。 

（２）虐待の防止のための指針を整備します。 

（３）従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施します。 

（４）その他虐待の防止のために必要な措置。 

（５）サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村に通報します。 

 

14.身体拘束等の原則禁止 

（１）事業所は、サービスの提供にあたっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するた

め緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘

束等」という。）を行いません。 

（２）事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、本人又は家族に対し、身体拘束の内容、理

由、期間等について説明し同意を得た上で、その態様及び時間、その際の心身の状況並びに緊

急やむを得ない理由など必要な事項を記載することとします。 

 

15.業務継続計画の策定 

  事業者は、感染症や非常災害の発生において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施する

ための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を

策定し当該業務継続計画に従い必要な措置を講じます。 

（１）事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定

期的に実施します。 



（２）事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行いま

す。 

 

16.提供するサービスの第三者評価の実施状況 

  第三者評価の実施状況：未実施 

 

 

 

 

  

 令和   年   月   日 

 

指定居宅介護支援の開始に当たり、契約者・利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要な事項

を説明し交付しました。 

 

＜事業者＞ 

所 在 地  群馬県桐生市広沢町一丁目２６４３番地の１ 

事業所名  介護支援ふたば（指定番号１０７０３０００８０） 

説 明 者                   印 

 

 

  令和   年   月   日 

 

私は、契約書及び本書面により、事業者から指定居宅介護支援について重要な事項の説明を受け同意

し、交付を受けました。 

 

＜契約者（利用者）＞ 

住 所                              

氏 名                   印 

 

 

＜代理人＞ 私は、利用者本人の契約の意思を確認の上、本人に代わり、上記署名を行いました。 

住 所                              

氏 名                   印（続柄     ） 


